
図－２ 台帳情報の入力手法 

図－１ 独自仕様版データ作成ガイドライン作成フロー 
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1．はじめに 
国土交通省河川局砂防部は新しい砂防 GIS 整備方針を検討中であり、今後、砂防情報の標準化と整備ならび

に、その運用と管理等事項について、基本的な考え方が定められる予定である。当機構においても砂防指定地

管理情報等のデータ作成ガイドラインを作成しており、そのガイドラインに従った砂防情報の整備を推進して

いる。 

本報告では、データ作成ガイドライン等により砂防情報の標準化が実施された場合の砂防情報の整備及び運

用について、その手法の一例を、当機構のデータ作成ガイドラインを利用して紹介するものである。 

 

2．データ作成ガイドライン独自仕様版の作成手法 

当機構で作成しているデータ作成ガイドラインは、全国の直轄砂防関係事務所・都道府県に共通して使用で

きることを目指して作成されている（以下、「全国版データ作成ガイドライン」という）。しかしながら、直轄

砂防関係事務所・都道府県で管理する砂防情報の内容が異なることもあり、直轄砂防関係事務所・都道府県独

自の定義による砂防情報の整備を可能にする必要がある。このため、直轄砂防関係事務所・都道府県では、全

国版データ作成ガイドラインをベースに、直轄砂防関係事務所・都道府県の独自の定義を加えたデータ作成ガ

イドラインを作成する必要がある（以下、「独自仕様版データ作成ガイドライン」という）。 

本報告では、まず、全国版データ作成ガイドラインから、

直轄砂防関係事務所・都道府県で使用する独自仕様版デー

タ作成ガイドラインの作成手法を紹介する。 

独自仕様版データ作成ガイドラインの作成に当たっては、

全国版データ作成ガイドラインから作成する手法と直轄砂

防関係事務所・都道府県の既存台帳をベースに作成する手

法の２通りが考えられるが、台帳整備が進んでいる直轄砂

防関係事務所・都道府県に対しては後者の手法が有効であ

り、図－１はその作成フローを示したものである。また、

独自仕様版データ作成ガイドラインを整理するに当たって

は、以下の点に留意することが重要である。 

・基本的なデータ名称形式は全国版ガイドラインに準拠 
・各項目間でのリレーションがある場合は、この関係を 

示すテーブルなどを作成 
・業務単位での管理、時系列での管理を可能とする構造 
・全国単位で通用するユニークな「通し番号」等の設定 
・各テーブルの重複項目に関しては、共通テーブル化 
 

3．台帳情報の整備手法 

直轄砂防関係事務所・都道府県における台帳情報の整備は、独自仕様版データ作成ガイドラインに従ったデ

ータ作成を行うことになるが、今までは、データ作成のための業務を個別に発注しているケースが多く見られ

た。今後は、砂防情報整備の基本的な考え方として、独自仕様版データ作成ガイドラインが策定された砂防情

報については、新規に発注される調査等業務の発注仕様書に、独自仕様版データ作成ガイドラインに従った当

該砂防情報を作成する旨を記述し、砂防情報の確実な整備を図るべきである。この結果、データ作成のための

特別な業務の発注を抑制し、調査・指定あるいは施工業務において、その業務の委託業者が成果の一つとして、

独自仕様版データ作成ガイドラインに従った砂防

情報が同時に作成されることになる。 

しかしながら台帳情報については、その構造が

複雑であり、場合によっては、砂防情報の品質低

下を招きかねない。そこで、このような課題を回

避するための砂防情報作成手法を紹介する。 

各種台帳については、法令や直轄砂防関係事務
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図－４ メンテナンス履行者による砂防情報の維持管理フロー 

作業 

メンテナンス履行者 

委託業者（株式会社○○） 

直轄事務所・都道府県 

各種ガイドライン等

受注

事業発注

完了

納品

受注 品質確認 

確認 

報告 

不備有 

完了 
作業 

品質確認 

再提出 

確認 

不備無 

不備無

登録 

運用 運用 

砂防情報管理データベース

運用 

メンテ発注

所・都道府県独自で様式が決められているケースが多く、Excel シート等の電子データとして管理されているも

のも少なくない。そこで、図－２に示すように、各種台帳様式を Excel で定義し、その Excel を入力シートと

して利用し、委託業者はそのシートに台帳情報を入力する。委託業者から納品された Excel シートは砂防関係

台帳として保管するとともに、その Excel シートから各項目を台帳データベースに登録する。なお、台帳デー

タベースはデータ作成ガイドラインに従った構造

で作成するとともに、Excel シートから台帳デー

タベースに登録する仕組み（プログラム等）を別

途構築する。 
しかしながら、Excel シートを利用したデータ

入力手法では、以下の課題がある。 
・帳票様式変更に対応したデータ登録が困難 
・データ自体の入力ミスの可能性  等 

このため、各様式のレイアウトや登録するデータ

ベース項目を定義した「デザインシート」を作成

することによって、前記課題を解決することがで

きる。また、図－３に示すように、デザインシー

トを利用することにより、様式変更時の帳票印刷等にも対応することができる。  
                                 

4．砂防情報の維持管理の手法 

今まで整備された砂防 GIS

が有効活用されなかった原因

の一つとして、整備された砂防

情報及び利用環境の適切な維

持管理が行われていなかった

ことがある。 

砂防情報の維持管理につい

ては、直轄砂防関係事務所・都

道府県に担当者を設けるべき

であるが、担当者の異動、複雑

なデータベース構造や複数の

更新パターンの理解等を考慮

すると、「適切な外部管理者」

（メンテナンス履行者）を設け

ることが効率的である。 
メンテナンス履行者は、図－４に示すように、委託業者の成果品である砂防情報について、品質の確認を行

うとともに、砂防情報に品質や形式等の問題があれば、委託業者に修正を指示し、適切に修正された砂防情報

をデータベース等に登録する。なお、メンテナンス履行者は、委託業者とは別の第三者機関が望ましい。 

5．おわりに 

本報告では、データ作成ガイドラインにより砂防情報の標準化が実施された場合の砂防情報の整備及び運用

について、当機構のデータ作成ガイドラインを利用した、整備・運用手法の一例を紹介した。今後、砂防 GIS

整備方針に従って各種砂防情報に対する全国版データ作成ガイドラインが公表される予定である。砂防情報の

標準化が実施された場合、本報告で例示した整備・運用手法が、直轄砂防関係事務所及び都道府県砂防主管部

局の砂防情報の整備及び運用に役立つことを期待するとともに、砂防情報の整備及び運用に当たって当機構も

直轄砂防関係事務所及び都道府県砂防主管部局を支援していきたいと考えている。 
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